
2024年 11月 20日 

お客さま各位 

株式会社 北海道銀行 

 

「どうぎんアプリご利用規定」および関連規定の制定・改定について 

 

いつも北海道銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、下記の通り「どうぎんアプリご利用規定」および関連規定を制定・改定いたし

ますので、お知らせします。 

 

記 

1. 実施日 

2024年 11月 26日(火) 

 

2. 対象規定 

・【改定】どうぎんアプリご利用規定 

・【制定】どうぎんアプリからの口座開設に係る特約 

・【制定】北海道銀行本人確認アプリ利用規定 

・【改定】印鑑レス口座取引規定 

 

3. 内容 

「どうぎんアプリ」で「普通預金口座開設申込サービス」の提供を開始するにあたり、

「どうぎんアプリご利用規定」の関連する項目（第 27 条）を追加し、その他関連規定

を制定・改定いたします。 

 

4. ご参考 

「どうぎんアプリ」に新機能搭載！「普通預金口座開設申込サービス」提供開始につ

いて 

以上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

北海道銀行 デジタル戦略部 平尾・柳澤 TEL 011-233-1418 
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